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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】航続距離不足の問題を、走行状態に即した走行
方法の改善によって低減する電気自動車を提供する。
【解決手段】走行中、車両に搭載された大容量二次電池
残蓄電量に不足の恐れが発生した場合、あるいはエアコ
ン等の車両駆動以外の比較的大量の電力使用が想定され
た場合、市街地走行時等の減速・停止頻度の高い走行中
は、交差点等の目標停止点への減速・停止走行を惰性走
行主体で行う。また、自動車専用道走行時等の比較的定
速走行速度が高く、減速・停止頻度の低い走行の場合は
、定速走行速度を通常の走行時に比べて一定割合低減し
た走行を行うことによって、大容量二次電池蓄電量の消
費を軽減し、残蓄電量による車両の航続距離不足の虞を
軽減する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
市街地走行時の如き減速・停止頻度の高い走行においては、減速・停止走行を惰性走行主
体で行うこと、また自動車専用道走行時の如き比較的走行速度が大きく減速・停止頻度の
低い走行においては、定速走行を通常走行時に比して一定割合で低減した速度で行うこと
、によって、
走行中、車両に搭載された大容量二次電池残蓄電量の不足の恐れ、あるいはエアコン駆動
等の車両駆動以外の比較的大量の電力使用による大容量二次電池蓄電量の低減、に対応す
ることを特徴とする電気自動車の航続距離拡張走行制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本願発明は、電気自動車の最大の課題である航続距離不足の問題を、走行状態に即した走
行方法の改善によって低減しようとするものである。
【背景技術】
【０００２】
現状の電気自動車に採用されている大容量二次電池には以下の如き問題がある。
・エネルギー密度の低さによる（一定航続距離確保のための）搭載大容量二次電池重量の
増大、従って車両重量の増加、
・高価格材料使用による大容量二次電池価格の増大、従って車両の高価格化、
・大容量二次電池充電時間、
・大容量二次電池製造・廃棄時のＣＯ２排出量、およびその処理費用
上記問題に対して大容量二次電池の改良が精力的におこなわれている（例えば特許文献１
：エネルギー密度向上策）が、現状まだその成果は不十分である。
【０００３】
一方、電気自動車の省エネルギー策として回生制動がある。これは車両減速時車両の有し
ている運動エネルギーの一部を回生し、次の加速時に利用するものであるが、特許文献２
に示される如くその運動エネルギー利用効率は低く（一般的には３０％程度である）、省
エネルギー効果としては不十分である。
【０００４】
上記回生制動を含む制動走行による運動エネルギー利用効率向上策として、惰性走行があ
る（特許文献３、特許文献４）。これは、加速走行によって車両が獲得した運動エネルギ
ーを最大限走行に活かすべく、車両の目標減速・停止点上流惰性走行可能距離地点から前
記目標減速・停止点に向けて惰性走行を行うものである。
但し、惰性走行可能距離Ｄi(v)は、
（数１）
Ｄi(v)　＝ｖ2 ／（２αi(v)）
であらわされる。
ここで
Ｄi(v)　：速度ｖから速度０までの間の惰性走行距離
ｖ：惰性走行開始速度
αi(v)：速度ｖにおける惰性走行減速度
である。
【０００５】
一方、車両駆動に要するエネルギーは車両の走行抵抗と走行距離の積に比例する。
平坦路の定速走行においては、走行抵抗は転がり抵抗（走行速度にかかわらず一定）と空
気抵抗（走行速度の二乗に比例）の和である（非特許文献１）。
したがって、走行速度（定速走行速度）を低減することによる空気抵抗の低減によって車
両駆動に必要なエネルギーを削減することができることがわかる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－００９７５３
【特許文献２】特開２０１４－０４０２３８
【特許文献３】特開２０１１－０４６２７２
【特許文献４】特開２０１３－１７７１２６
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】影山他　「自動車力学」　理工図書　２００７年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本願発明は、上記電気自動車における大容量二次電池蓄電容量即ち航続距離不足の問題を
、大容量二次電池そのものの改良に依らず、車両の走行状態に対応した走行方法の改良に
より低減しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
自動車の市街地走行においては、交差点等による発進・加速および減速・停止の頻度が必
然的に高くなる。
従って第一の方策として、市街地走行時の高頻度の発進・加速、減速・停止を省エネルギ
ー化することによる問題への対応を行う。具体的には、
・停止点からの発進後の加速は最小限とする。即ち、加速の結果車両が獲得する運動エネ
ルギー量は、（のちの目標減速・停止点までの省エネルギー減速走行が可能な範囲内で）
最小限とする。
・加速によって車両が獲得した運動エネルギーの最も有効な利用方法は惰性走行による減
速走行である。従って、減速は、制動（回生制動を含む）に依らず、原則的には惰性走行
主体で行う。
【００１０】
また、自動車専用道等の比較的走行速度の大きい、しかし走行途中での減速・停止頻度の
低い走行においては、その定速走行速度を一定割合（例えば１０％）低減して走行する。
この結果車両の走行抵抗中の空気抵抗は、例えば定速走行速度が１００ｋｍ／ｈ時に比べ
て定速走行速度が９０ｋｍ／ｈ（速度１００ｋｍ／ｈの１０％低減値）時では約８１％、
走行抵抗全体では（走行速度６０ｋｍ時の空気抵抗は転がり抵抗に等しいとすると）約８
６％となり、１４％の省エネルギーが可能となる。
【００１１】
　上記の如く、市街地走行あるいは自動車専用道の走行に際して走行状態に即した省エネ
ルギー走行、即ち市街地走行においては惰性走行を主体とした減速走行を、また自動車専
用道走行においては定速走行速度を一定割合で低減した走行を、各々行うことによって車
両の航続距離を拡張することができる。
【発明の効果】
【００１２】
例えば走行中、大容量二次電池の残エネルギー量が少なくなり、目標地点への到達が危う
くなった場合、上記省エネルギー走行によって、目標地点への到達を可能にすることがで
きる。
また、搭乗者が例えばエアコン駆動による車室内空調の必要を感じた時の如く、自動車駆
動以外に大容量二次電池蓄電量を比較的大量に消費する場合に、上記省エネルギー走行を
行うことによって、上記エネルギー消費による航続距離低下を気にすることなく使用する
ことも可能となる。
勿論本願発明は、上記大容量二次電池残蓄電量不足対策としてだけではなく、通常走行時
の省エネルギー走行策としても利用可能である。
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従って、本願発明は特に小容量の大容量二次電池を搭載した小型電気自動車において特に
有効となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ドライバーの走行形態（省エネルギー走行か通常走行かの）要求、車両における
大容量二次電池残エネルギー状況、エアコン等の車両駆動以外の電力使用状況、および走
行路（市街地走行か自動車専用道か）に対応する車両の省エネルギー走行形態の関係を示
す本願発明による電気自動車の航続距離拡張走行制御方法説明図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本願発明の実施には、図１に示す如く、惰性走行あるいは定速走行速度低減走行制御可
能な電気自動車において、ドライバーの省エネルギー走行指示、大容量蓄電池残量センサ
ーからの大容量二次電池の残量少情報、エアコン等車両駆動以外装置への大容量二次電池
使用状況、の各情報をＯＲ　ＧＡＴＥ　入力とし、前記ＯＲ　ＧＡＴＥ（図１　０１）出
力と、車両の走行路（市街地あるいは自動車専用道）の特定結果から、走行を、惰性走行
による減速走行か、あるいは定速走行速度低減による走行か、の選択を行う二つのＡＮＤ
　ＧＡＴＥ　（図１　０２、０３）が必要となる。
【００１５】
従って本願発明による惰性走行実施に当たっては、交差点等の目標減速・停止点の特定、
車両現在位置の特定、および目標減速・停止点上流惰性走行可能距離の特定、の各特定機
能が必要になる，　　
これら機能のうち目標減速・停止点特定は、目標減速・停止点が交差点等の固定地点であ
ればカーナビゲーション装置の有する地図データベースに目標減速・停止点位置情報を保
有させることで、また目標減速・停止点が前方走行車両等の移動体の場合は自車に装着し
たレーダあるいはカメラ等での、自車からの距離情報を含む、特定が必要である。
さらに、車両現在地はＧＰＳ受信機による特定が一般的であるが、それで精度に不足のあ
る場合は車両が直前に減速・停止した地点位置情報とその地点からの（次の目標減速・停
止点に向けての）車両の移動距離情報から知ることも可能である。
【００１６】
また、惰性走行可能距離は、車両速度に対応してデータベースにあらかじめ記憶・保持さ
せた（惰性走行可能距離Ｄi(v)、あるいは惰性走行減速度αi(v)）データ中から車両の惰
性走行開始直前の現在速度ｖに対応して選択・抽出・算出することで特定可能である。
　また自動車専用道であることの特定は、カーナビゲーション装置の有する地図データベ
ースによって可能である
【産業上の利用可能性】
【００１７】
　本願発明は車両に搭載した大容量二次電池容量が不足しがちな小型電気自動車に特に有
効なものであるが、将来の自動運転電気自動車での大容量二次電池容量の削減・車両価格
の低減にもまた有効であると言える。
　さらに本願発明の基本的考え方は、電気自動車に限らず、通常のエンジン車両あるいは
ハイブリッド車両への適用も可能である。
【符号の説明】
【００１８】
図１において、
０１は、省エネルギー走行実行のための必要条件を入力し、省エネルギー走行実行指示信
号を出力する　ＯＲ　ＧＡＴＥ
０２は、市街地走行時における省エネルギー走行実行指示信号を出力するＡＮＤ　ＧＡＴ
Ｅ１
０３は、自動車専用道走行時における省エネルギー走行実行指示信号を出力するＡＮＤ　
ＧＡＴＥ２
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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月20日(2017.10.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
市街地走行時の如き減速・停止頻度の高い走行においては、減速・停止走行を惰性走行主
体で行うこと、また自動車専用道走行時の如き比較的走行速度が大きく減速・停止頻度の
低い走行においては、定速走行速度を通常走行時に比して一定割合低減して行うこと、に
よって、
走行中、車両に搭載された大容量二次電池残蓄電量の不足の恐れ、あるいはエアコン駆動
等の車両駆動以外の比較的大量の電力使用による大容量二次電池蓄電量の低減、に対応す
ることを特徴とする電気自動車の航続距離拡張走行制御方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
例えば走行中、大容量二次電池の残エネルギー量が少なくなり、目標地点への到達が危う
くなった場合、上記省エネルギー走行によって、目標地点への到達を可能にすることがで
きる。
また搭乗者が、例えばエアコン駆動による車室内空調の必要を感じた時の如く、自動車駆
動以外に大容量二次電池蓄電量を比較的大量に消費する場合に、上記省エネルギー走行を
行うことによって、上記エネルギー消費による航続距離低下を気にすることなく使用する
ことも可能となる。
勿論本願発明は、上記大容量二次電池残蓄電量不足対策としてだけではなく、通常走行時
の省エネルギー走行策としても利用可能である。
従って、本願発明は小容量の大容量二次電池を搭載した小型電気自動車において特に有効
となる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
従って本願発明による惰性走行実施に当たっては、交差点等の目標減速・停止点の特定、
車両現在位置の特定、および目標減速・停止点上流惰性走行可能距離の特定、の各特定機
能が必要になる，　　
これら機能のうち目標減速・停止点特定は、目標減速・停止点が交差点等の固定地点であ
れば、カーナビゲーション装置の有する地図データベースに目標減速・停止点位置情報を
保有させることで可能である。また目標減速・停止点が前方走行車両等の移動体の場合は
、自車に装着したレーダあるいはカメラ等での、自車からの距離情報を含んでの特定が可
能である。
さらに、車両現在地はＧＰＳ受信機による特定が一般的であるが、それで精度に不足のあ
る場合は車両が直前に減速・停止した地点位置情報とその地点からの（次の目標減速・停
止点に向けての）車両の移動距離情報から特定することも可能である。
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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月12日(2018.1.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
市街地走行時の如き減速・停止頻度の高い走行においては、目標減速・停止点に向けての
減速・停止走行を惰性走行主体で行うこと、また自動車専用道走行時の如き比較的走行速
度が大きく減速・停止頻度の低い走行においては、定速走行速度を通常走行時に比して一
定割合低減して行うこと、によって、
走行中、車両に搭載された大容量二次電池残蓄電量の不足の恐れ、あるいはエアコン駆動
等の車両駆動以外の比較的大量の電力使用による大容量二次電池蓄電量の低減、に対応す
ることを特徴とする電気自動車の航続距離拡張走行制御方法。
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